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たは、②窓の断熱改修工事と併せて行う天井、壁もし
くは床の断熱改修工事となり対象が緩和されました。

適用期限を2年間延長して、令和5年12月31日 
までに行った改修工事に適用

実務のポイント 	標準的な費用の額は工事の実績を踏ま
えて見直されます。本年度の標準的な費用の額は、
国土交通省より公表されますので適宜ご確認ください。

【相続税および贈与税】

7．直系尊属から住宅取得等資金の贈与を 
 受けた場合の贈与税の非課税
（1）非課税限度額の改正
　住宅用家屋の取得等をした場合の家屋の区分に応
じ、それぞれ次の金額が非課税限度額となりました。

非課税限度額

耐震、省エネ、バリアフリーの住宅用家屋 1,000万円

上記以外の場合 500万円

（2）既存住宅用家屋の築年数要件の廃止
　築年数要件を廃止して、新耐震基準に適合している
ことが追加されました。登記簿上の建築年月日が昭和
57年1月1日以降は、新耐震基準に適合とみなされま
す。

（3）受贈者の年齢要件を引き下げ
　受贈者の対象年齢が、贈与を受けた年の1月1日に
おいて20歳以上から18歳以上に引き下げられました。

適用期限を2年間延長して、令和5年12月31日 
までに行った贈与に適用

（注1）上記（1）～（3）の改正は、住宅取得等資金の贈与に係る相続時
精算課税制度および震災特例法の贈与税の非課税措置について
も同じです。

（注2）上記（1）、（2）の改正は、令和4年1月1日以後に適用され、（3）の
改正は、令和4年4月1日以後に適用されます。

実務のポイント 	改正前の非課税限度額は契約締結時期
により定められていましたが、改正後は契約締結時
期にかかわらず非課税限度額が定められました。

8．所有者不明土地関連法の概要
　所有者不明土地の発生を防止するため、「民法等の
一部を改正する法律」および「相続等により取得した
土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が令和3年
4月21日に成立し、不動産登記法が改正されました。

政策1  不動産登記制度の見直し
（1）相続登記の申請義務化
　所有権の登記名義人に相続開始があり、自己のため
に相続開始があったことを知り、かつ、その所有権を

【所得税および個人住民税】
1．住宅ローン控除
（1）控除率・借入限度額・築年数要件等の改正
　控除率を年末のローン残高の0.7％に引き下げる代
わりに、控除期間は新築で原則13年に延長されまし
た。新築住宅の借入限度額の上限は4つに区分され、
段階的に引き下げられました。さらに、中古住宅の築
年数要件（耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以
内）が、昭和57年以降に建築された住宅（新耐震基
準適合住宅）に緩和されました。また、所得要件は
2,000万円以下に引き下げられました。

令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に 
居住の用に供した場合に適用

実務のポイント 	宅地建物取引業者が耐震基準を満たす
中古住宅を取得し、一定のリフォーム工事を行った場
合にその工事費用が販売価額の2割以上であるか、
300万円以上であるかのいずれかであるもの等（「買取
再販住宅」という）をその宅地建物取引業者から取得
した場合も、新築住宅の取得と同様に取り扱われます。

（2）確定申告手続きの変更
　確定申告時と年末調整時に借入金の年末残高証明書

を提出していた従来の手続きが不要になりました。
　・借入金の年末残高証明書の提出が不要
　・納税者は住宅ローン控除申請書を銀行等へ提出
　・銀行等は一定事項を記載した調書を税務署へ提出

令和5年以後に居住した者が令和6年1月1日以後に
行う確定申告と年末調整について適用

（3）個人住民税からの控除限度額の引き下げ
　所得税の住宅ローン控除について控除不足額がある
場合の住民税からの控除限度額が引き下げられました。

改正前 改正後※

控除限度額

所得税の課税
総所得金額等 × 7％ 所得税の課税

総所得金額等 × 5％

（最高13.65万円） （最高9.75万円）

※特別特例取得等以外の場合

令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に
居住の用に供した場合に適用

2．認定住宅等の新築等をした場合の 
 所得税額の特別控除の対象にZEHを追加

対象住宅 控除対象限度額 控除率

・認定長期優良住宅
・認定低炭素住宅
・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）

650万円 10%

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に 
居住の用に供した場合に適用

3．特定の居住用財産の買換えの特例 
 （譲渡益が生じた場合）の要件追加
　適用期限を2年間延長したうえで、令和4年1月1
日以後に行う譲渡に係る買換資産※の要件に、一定の
省エネ基準を満たすものであることが加わりました。
※	買換資産が令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅（登記簿上の
建築日付が同年6月30日以前のものを除く）または建築確認を受けな
い住宅で登記簿上の建築日付が同年7月1日以降のものである場合

適用期限を2年間延長して、令和5年12月31日 
までに行った譲渡に適用

4．居住用財産の買換え等による譲渡損失の 
 損益通算および繰越控除の特例 
 （譲渡損が生じた場合）の適用期限の延長
　住宅の買換えで譲渡損失が生じた場合であって、買
換資産に係る住宅ローン残高がある場合は、譲渡損失
額を損益通算（控除しきれない金額は、譲渡した翌年
以降3年間繰越控除）する特例の適用期限が、2年間
延長されました。

適用期限を2年間延長して、令和5年12月31日 
までに行った譲渡に適用

5．特定居住用財産の譲渡損失の損益通算 
 および繰越控除の特例 
 （譲渡損が生じた場合）の適用期限の延長
　住宅を譲渡して譲渡損失が生じた場合であって、譲
渡資産に係る住宅ローン残高が残る場合は、住宅ロー
ン残高から譲渡対価の額を控除した額を限度に損益通
算（控除しきれない金額は、譲渡した翌年以降3年間繰
越控除）する特例の適用期限が、2年間延長されました。

適用期限を2年間延長して、令和5年12月31日 
までに行った譲渡に適用

6．リフォーム工事をした場合の 
 税額控除等の適用期限の延長　
　一定の既存住宅に係る特定の改修工事を行って令和
4年及び令和5年に居住の用に供した場合には、以下
のように改修工事等の標準的費用の額の10％相当額
を所得税額から控除できます。

居住年 対象工事 控除対象限度額 控除率

令
和
４
年
・
令
和
５
年

バリアフリー改修 200万円

10%

省エネ改修 250万円
  （350万円）

三世代同居改修 250万円

耐震改修※or省エネ改修＋ 
耐久性向上改修

250万円 
   （350万円）

耐震改修※＋省エネ改修＋
耐久性向上改修

500万円 
   （600万円）

※昭和56年5月31日までに建築された既存住宅に一定の耐震改
修工事を行った場合

（注）カッコ内の金額は、省エネ改修工事と併せて太陽光発電装
置を設置する場合です。

（1）追加控除額
　上記の控除額に加え、以下の金額のいずれか低い金
額の5％相当額を追加控除できるようになりました。
①標準的な費用の額が必須工事の対象工事限度額を超
える金額とその他リフォームの合計額
②標準的な費用の額（必須工事と併せて1,000万円限度）

（2）省エネ改修の対象工事の緩和
　省エネ改修の対象工事は、①窓の断熱改修工事、ま

宅建業者が知っておくべき
令和4年度 土地・住宅税制のポイント
税理士法人柴原事務所　代表社員税理士

柴原  一（しばはら  はじめ）

令和4年度の税制改正大綱が昨年12月に閣議決定され、これを受けて本年3
月、税制改正法案が衆参両院において可決成立されました。今回の改正のう
ち不動産関連の主な改正内容は以下のとおりです。

「紙上研修」
REAL PARTNER

連載 第202回

令和4年・5年居住開始 令和6年・7年居住開始
新築 中古 新築 中古

借
入
限
度
額

一般住宅 3,000万円 2,000万円 2,000万円※ 2,000万円
認定住宅 5,000万円

3,000万円
4,500万円

3,000万円ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

控
除
期
間

一般住宅

13年 10年

10年

10年認定住宅・ZEH水準
省エネ住宅・省エネ
基準適合住宅

13年

控除率 0.7%

※一般住宅のうち令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅等（登記簿上の建築
日付が令和6年6月30日以前のものを除く）のうち「一定の省エネ基準」を満たさ
ないものについては住宅ローン控除の適用ができなくなる。
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取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申
請をしなければならないこととされました。遺贈の場
合も同様です。

（2）相続人申告登記
①上記（1）の相続登記申請の義務を負う者は、所有
権の登記名義人の相続が開始した旨および自らが
その相続人である旨を3年以内に登記官に申し出る
ことにより、相続登記の申請義務を履行したもの
とみなされます。　

②上記①により相続人申告登記の申し出を行い、その
後遺産分割により所有権を取得したときは、遺産
分割の日から3年以内に相続登記の申請をしなけれ
ばなりません。

上記（1）、（2）は、令和6年4月1日以後に適用

実務のポイント 	上記（1）、（2）の施行日は令和6年4
月1日ですが、認識日（相続により不動産の所有権
を取得したことを認識した日）が令和6年3月31日
以前であってもこの制度の対象になります。また、
正当な理由なしに申請を怠ると10万円以下の過料に
処せられますので注意してください。

（3）住所等の変更登記の申請義務化
　所有権の登記名義人の氏名・住所の変更があったと
きは、その変更日から2年以内に変更登記の申請をし
なければならないこととされました。
（注）正当な理由なしに申請を怠ると、5万円以下の過料に処せられます。

令和8年4月までに施行予定

 政策2 	相続土地国庫帰属制度の創設
　相続または遺贈により土地を取得した相続人が法務
大臣に申請し承認を受けたときは、その土地の標準的
な管理費用の10年分の負担金を納付することで、そ
の土地を国庫に帰属させることができる制度が創設さ
れました。　　　　　　　　令和5年4月27日以後に適用

政策3 	遺産分割に関する新たなルールの導入
　相続開始から10年経過後にする遺産分割は、原則
として、具体的相続分ではなく法定相続分によること
となりました。　　　　　　令和5年4月1日以後に適用

【固定資産税】

9. 土地の固定資産税の地価上昇分の 
 負担軽減措置を商業地のみ継続
　新型コロナウイルスによる社会状況への配慮から、
令和3年度の課税標準額が令和2年度より上昇したと
しても、令和2年度と同額とする特例措置が適用され
ていましたが、令和3年度限りで廃止となりました。

　なお、商業地において負担水準60％未満の土地に
ついて、土地評価額の5％分が上乗せされるところ、
令和4年度に限って2.5％に抑えられることとなりま
した。

（1）商業地の地価上昇分の負担軽減措置

負担水準 課税標準額

70％超 今年度の評価額×70％

60％以上 70％以下 前年度の課税標準額（据置き）

60％未満 前年度の課税標準額＋今年度の評価額×2.5％※

 ※この金額が「今年度の評価額×60％を超える」ときは「今年度の評価額×
60％」、「今年度の評価額×20％未満」のときは「評価額×20％」となる。

令和4年度に限り適用

（2）住宅地・農地の地価上昇分の負担軽減措置 
 の廃止
　以下の土地について、令和３年度の課税標準額が令
和2年度より上昇したとしても、令和2年度と同額に
する負担軽減措置は、令和3年度限りで廃止となりま
した。
①	住宅用地で負担水準が100％未満のもの
②	農地で負担水準が100％未満のもの

10. 新築住宅に係る固定資産税額の 
 軽減措置の適用期限延長
　以下の要件を満たす新築住宅に係る固定資産税額は、
床面積が120㎡以下の部分に対応する税額を1/2とす
る措置について、適用期限が2年間延長されました。

一般住宅 認定長期優良住宅

軽減期間

3階建て以上の耐火・
準耐火構造等 5年間 7年間

上記以外 3年間 5年間

条件等
・家屋の総床面積の1/2以上が居住用であること
・居住用部分の床面積が50㎡（賃貸住宅は40㎡）以

上280㎡以下

　なお、土砂災害警戒区域等の区域内で一定の住宅建
設を行う者が、都市再生特別措置法に基づく勧告に従
わないで建設した住宅は、この軽減措置から除外され
ることになりました。

適用期限を2年間延長して、令和6年3月31日までに 
建設された新築住宅に適用

11. 耐震改修等に係る固定資産税額の 
 減額措置の適用期限延長
　耐震改修等に係る工事の翌年の固定資産税額を一定
割合減額する措置について、該当する工事の適用要件
を変更したうえで適用期限が2年間延長されました。

（1）工事翌年の税額の一定割合を減額

対象工事 減額割合 対象工事 減額割合
耐震 1/2減額 省エネ 1/3減額
バリアフリー 1/3減額 長期優良住宅化※ 2/3減額
※耐震改修または省エネ改修を行った住宅が、認定長期優良住宅に該当
することとなった場合

（2）省エネ改修工事に該当する要件
①	適用対象住宅：平成26年4月1日に存していた住宅
②	工事費：60万円超（断熱改修工事費が60万円超ま
たは断熱改修工事費が50万円超であり、太陽光発
電装置等の工事費と併せて60万円超）

適用期限を2年間延長して、令和6年3月31日まで
の工事完了について適用

【登録免許税】

12．住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る 
 登録免許税の軽減税率の適用期間を延長等
（1）税率

税率

区分
本則

特例

一般住宅 認定長期
優良住宅

認定低炭素
住宅

所有権の保存 0.4% 0.15% 0.1%

0.1%
所有権の移転 2%

0.3%
（特定の増改築
等は0.1％※）

マンション等：
0.1％

戸建て：0.2％
住宅ローン等
の抵当権設定 0.4% 0.1%

実務のポイント 宅地建物取引業者により一定の質の向
上を図るためのリフォーム工事が行われた既存住宅
を取得する場合に、買主に課される登録免許税の税
率を一般住宅特例より引き下げる措置（買取再販で
扱われる住宅の取得に係る特例措置）も同様に延長
されました（表中の※に該当）。

（2） 特例の適用対象要件を追加
　特定の増改築等を含む一般住宅用家屋の所有権移転
登記および住宅ローン等の抵当権設定登記の対象とな
る住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止する
とともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋（登
記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋につ
いては、新耐震基準に適合しているとみなす）である
ことが追加されました。

適用期限を2年間延長して、令和6年3月31日まで
に取得等した住宅用家屋に係る登記に適用

【印紙税】

13. 不動産譲渡契約書および建設工事請負 
 契約書に係る税率の特例措置の延長

適用期限を2年間延長して、令和6年3月31日まで
に締結される各種契約に適用

【不動産取得税】

14. 新築住宅用土地の取得に対する税額の 
 軽減措置の延長
　土地取得後2年以内に建築予定の場合に適用される
不動産取得税の軽減措置を、土地取得後3年以内に延
長する特例の適用期限が2年間延長されました。

適用期限を2年間延長して、令和6年3月31日まで
の取得について適用

15．認定長期優良住宅に係る特例措置の延長
　認定長期優良住宅について、不動産取得税の課税標
準から1,300万円を控除する特例について、適用期限
が2年間延長されました。

適用期限を2年間延長して、令和6年3月31日まで
の取得について適用

16．不動産登記データの登記所から 
 都道府県への通知等
　都道府県も市区町村と同様にオンラインによる登記
済通知の電子データを登記所から入手可能となりまし
た。これにより、不動産の取得者がその登記の申請を
した場合は、都道府県に対する不動産取得税の申告ま
たは報告が不要となりました。

令和5年4月1日以後に適用

　また、「住宅用の土地を取得した場合の軽減措置」
および「住宅を取得した場合の軽減措置」についても
要件に該当すると認められる場合は申告が不要となり
ました。　　　　　　　　　令和4年4月1日以後に適用

【消費税】

17．適格請求書等保存方式の 
 適格請求書発行事業者となる時期　
　改正前は、適格請求書発行事業者となる時期が登録
日の属する課税期間の翌課税期間でしたが、改正によ
り、登録日より適格請求書発行事業者になることとな
りました。なお、この期間について簡易課税の適用を
受けることも可能です。

令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日
の属する課税期間について適用

実務のポイント 免税事業者が適格請求書発行事業者に
なるかどうかは、早めに税理士等に相談してシミュ
レーション等をすることをおすすめします。

「紙上研修」
REAL PARTNER

ご質問について
・ご質問は文書にて下記宛までご郵送ください。 
　（電話・FAX・メール等の問合せは対応していません）
・なお、個別の取引等についてのご質問・ご相談にはお答えできません。

安心安全な取引をサポート

全宅保証
（公社） 全国宅地建物取引業保証協会　
 東京都千代田区岩本町2-6-3 
 全宅連会館２F




